
給与所得者異動届出書の記載要領(記載例) 

 
税額の通知書でお知らせしました

「指定番号」を記載してください 

税額の通知書でお知らせしました

「指定番号」を記載してください 

【3．普通徴収(本人納付)】 

未徴収税額について「普通徴収

(本人納付)」となる場合、 

「3．普通徴収の場合」のうち、該

当する数字を○で囲んでください。 

【2．一括徴収】 

未徴収税額について「一括徴収」

いただく場合、「2．一括徴収の場

合」に、一括徴収税額と、一括徴

収税額を何月分で納入されるか

記載してください。 

納入は毎月の納入分と合算して

いただいて結構です。 

【1．特別徴収継続】 

未徴収税額について「特別徴収

継続」となる場合、「1．特別徴収

継続の場合」に、新しい勤務先の

名称・所在地を記載してください。 

その際、新しい勤務先に月割額

を連絡されている場合、右隣の

欄に税額と月を記載してください。 
(ア) 特別徴収税額の通知書又

は変更通知書に記載され

た特別徴収税額 

(イ) 徴収いただいた月割額の

合計額 

(ウ) (ア)特別徴収税額から(イ)

徴収済税額を差し引いた

残額 

特別徴収税額通知書と同じ住

所を記載してください。 

退職等により市県民税の賦課

年度の 1 月 1 日現在の住所に

変更がある場合は、異動後の

住所も記載してください。 

特別徴収をすることができなくなった事由について、該当する数字を

記載してください。その他の事由の場合は、(  )内に簡単に記載し

てください。 

給与の支払いを受けなくなる日から 5月 31 日までの間に支払を

受けるべき給与または退職手当等の支払予定日を記載してくだ

さい。 
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3． 

2． 


